
国土強靱化基本法（平成25年法律第95号）第13条に基づく計画で、本県の国土強靱化に係る他
の計画等の指針となるべきものとして、

・基本理念　　「美しく、強く、しなやかな “ふじのくに”づくり」
・基本目標　　①人命の保護、②重要な機能の維持、③被害の最小化、④迅速な復旧復興
・想定リスク　南海トラフ巨大地震と富士山噴火を中心に風水害などを含めた大規模自然災害
・起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を設定し、設定したリスクに対する分析（脆弱性
　の評価）や分析結果を踏まえた対応方策の検討、対応方策の重点化を実施。

脆弱性の再評価

見直し（１）　施策の推進方針の追加･拡充

見直し（２）　

○　上記改定を踏まえ、本計画の地震津波対策の分野別計画である 。
○　地域の強靱化を加速化するため、 する。

•文化財被害を最小限に留めるため、 する。
•国等機関、県内市町、民間の文化財関係団体、ボランティアを含めた文化財救済体制を
構築する。

•静岡県防災アプリの普及と多言語化による外国人県民に対
する発信の強化。

•効果的な災害応急対策に備え、
する。

• 等により人
材を育成する。

•県、市町、電力事業者等で構成する推進連絡会を開催し、
役割分担等を検討の上、計画的に進める。

• する。

• 近年、頻発化・激甚化する自然災害に対し、

。
• など、水害
リスク情報の提供により、地域の防災力の向上を図る。

• 住民が自らの判断で避難行動をとることにより逃げ遅れを無くすた
め、 する。

静岡県国土強靱化地域計画の改定の概要

• する。
　また、住民等に対して、臨時情報の内容や情報が発表された場合にとるべき対応につい
て周知を図る。

•地域防災力の向上のため、
する。

〇　新たな知見を反映
　- 令和２年２月　南海トラフ地震臨時情報

に係る県版ガイドラインを策定
　　-平成28年熊本地震
　　-平成30年７月豪雨、令和元年東日本台風　等 平成28年熊本地震

(内閣府資料)
令和元年東日本台風

(焼津市)

令和２年２月
南海トラフ臨時情報に係
る県版ガイドライン策定

静岡県国土強靱化地域計画

⇒ を目途に見直しを実施

平成30年７月豪雨
(中国地方整備局資料)

国より、国土強靱化地域計画に基づき実施される取組等に対して支援の充実を図る方針が示された（令和２年１月21日 国土強靱化の推進に関する関係省庁連絡会議）。

⇒国等の関係機関との連携を強化し、国の支援策を最大限活用するため、主な個別の事業（道路、河川等）について 。

資料１

• 大規模地震時における建築物の倒壊による道路閉塞を防止す

るため、緊急輸送路等の

する。


